
※締切日以降にお申込みの場合【4 月 中】 お手続き（兼ご入金）いただいた翌日から補償開始となります。【5月以降】 お手続き（兼ご入金）いただいた翌月1日から補償開始となります。

●学校内だけでなく、レジャー・アルバイ
ト中・インターンシップ中のケガを24
時間補償します。

●医師の診査は不要です。●団体割引が5％適用されますので、スケー
　ルメリットを活かした保険料で学校生活
　に必要な補償を準備することができます。
前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って
割引率が適用されます。

●ご卒業予定時までの長期契約となって
　おります。１回のお手続きで新入生は
　4年間、編入生は２年間卒業（予定時）
　まで補償が続きます。

●第三者への賠償責任（国内示談交渉付
き）や扶養者に万が一の事故があった
場合も補償します。

保険料は１日わずか

（A4セットご加入の場合）



２．学生ご本人のケガの補償

杏林大学学生総合補償制度は、保険料１日約７１円（Ａ４セットに
ご加入の場合）で、ご卒業（予定時）までの補償をお届けします！

学資費用保険金 

※扶養者が扶養不能状態となった日の翌日よりも前に支払った学費は補償されません。
　保険金は学費実費を実際にご負担された後のお支払いとなります。

後期 前・後期 前・後期 前・後期 

〔ご加入条件〕
A4セットに大学入学時ご加入の場合
・保険期間：令和10年３月31日まで
・学業費用支払対象期間：令和10年３月31日まで
・育英費用保険金額（ケガ）：(一時金)250万円
・学資費用保険金額（ケガ・病気）：(1年につき)100万円

〔実際にかかった費用〕
・授業料（年間実額）：100万円
大学1年生は50万円
（前期分は支払済み）

大学生が卒業するまでに必要な費用をご存知
ですか？ 
入学後の4年間で、約966万円必要です。 
（入学金、入学諸費用を除いた教育費＋生活費）
（私立大学自宅外通学生の場合　独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）「令和2年度学生生活調査」より） 

地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合の学資費用・育英費用も補償されます。

100万円
学資費用保険金 

50万円

学資費用保険金 

100万円
学資費用保険金 

100万円

育英費用保険金
250万円

一時金でお支払い
いたします。

E

学資費用保険金は、入学当初のご卒業予定時までに支
払った、扶養者が扶養不能状態となった日の翌日以降
の毎年の授業料等の学費を実額でお支払いします。
支払年度ごとに学資費用保険金額が限度となります。

扶養者の死亡事故
（ケガの場合）
大学１年生の４月３０日
の事故の場合

扶養者の方が
ケガや病気で
死亡された場合

３．学生ご本人の病気の補償１．扶養者の方に万一のことがあった場合を補償

※原動機付自転車・自動車等の事故は賠償責任補償の対象外です。

４．損害賠償責任の補償（国内示談交渉サービス付）



国
　
内

国
　
外

○ ○
（注）

○ ○

130,440円

2,000円 1,000円1,500円

3,000円

100万円

210万円 170万円 140万円 110万円

50万円

100万円

250万円（一時金）

2,500円3,000円

2,000円2,500円

2,000円2,500円

3,500円

入院中に受けた手術の場合は、入院保険金日額の１０倍、
入院中以外の手術の場合は、入院保険金日額の５倍をお支払いします。

すべてのプランに熱中症危険補償特約、天災危険補償特約、
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約がセットされています。

入院中に受けた手術の場合は、疾病入院保険金日額の１０倍、
入院中以外の手術の場合は、疾病入院保険金日額の５倍をお支払いします。

疾病入院保険金日額の１０倍をお支払いします。

その他特約

手術保険金

1億円 〔記録情報限度額（１回の事故につき500万円）〕

疾病入院保険金日額
（180日限度）

疾病通院保険金日額
（90日限度）

通院保険金日額
（90日限度）

疾病手術保険金

放射線治療保険金

入院保険金日額
（180日限度）

死亡・後遺障害
保険金額

育英費用保険金額
（ケガ）

学資費用保険金額
（ケガ）

疾病学資費用保険金額
（病気）

４．賠償責任保険金額
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　　　＜学資費用保険金額／疾病学資費用保険金額＞
　　　　100万円 ➡ 170万円
　　　＜死亡・後遺障害保険金額＞
　　　　210万円 ➡ 270万円

保健学部の学生は実際の学資費用に沿ったおすすめプランへの加入
を推奨致します。補償内容は全学部共通プランの「Ａ４・Ａ２」プラン
より以下補償が変更となります。

補
償
地
域

○ ○

○ ○

●学業費用支払対象期間は保険期間に応じ、　（4年）令和10年3月31日まで、（2年）令和８年3月31日までです。
●前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合の学資費用・育英費用も補償されます。

●上記は、職種級別Ａ（学生等）の保険料です。学生の方が職業に就かれている場合は、保険料が異なることがありますので、代理店・扱者または引受保険会社
　までお問合わせください。

（注） 一部国内のみ補償となります。詳しくは７ページの「保険金をお支払いする場合」をご覧ください。また、国外の場合は、示談交渉サービスの対象範囲外
　　   となります。

（４年）令和６年４月１日午前０時 ～ 令和10年３月３１日午後４時
（２年）令和６年４月１日午前０時 ～ 令和８年３月３１日午後４時

保険期間
（保険料は４年・２年ともに一括払です）

おすすめプラン

おすすめプラン



死亡・後遺障害保険金額の全額
（注１）死亡保険金受取人（定めなかった場合は被保険者
　　 の法定相続人）にお支払いします。
（注２）既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、
　　 死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺
　　 障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。
　　 保険期間が１年を超える保険契約においては、その
　　 事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に発生
　　 した事故によるケガ※に対して既にお支払いした後
　　 遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金
　　 額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差
　　 し引いた額をお支払いします。
死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割
合（４％～１００％）
（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められ
　　た保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払い
　　します。
（注２）被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
　　１８０日を超えてなお治療※を要する状態にある
　　場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその
　　日を含めて１８１日目における医師※の診断に基
　　づき後遺障害※の程度を認定して、後遺障害保険金
　　をお支払いします。
（注３）同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既
　　にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除
　　して、保険金をお支払いします。
（注４）既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、
　　死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後
　　遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となりま
　　す。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害
　　保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となりま
　　す。保険期間が1年を超える保険契約においては、
　　その事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に
　　発生した事故によるケガ※に対して既にお支払い
　　した後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害
　　保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の
　　額を差し引いた額が限度となります。また、それぞ
　　れの保険年度ごとにお支払いする後遺障害保険金
　　は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金日額×入院※した日数

通院保険金日額×通院※した日数

① 入院※中に受けた手術※の場合
　 入院保険金日額×１０
② ①以外の手術の場合
　 入院保険金日額×５

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ

●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治
　療※以外の外科的手術その他の医療処置によ
　るケガ

●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社が保険金
　を支払うべきケガによって発生した場合には、保
　険金をお支払いします。）
●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって発
　生した肺炎
●９ページの「補償対象外となる運動等」を行って
　いる間のケガ

発生



保険期間の開始時　   より前に発病
 した病気　　については、保険金をお
 支払いしません。
 ただし、病気を補償する加入セットに
 継続加入された場合で、 病気を発病
 した時が、その病気による入院   を開
 始された日　　からご加入の継続す
 る期間を遡及して１年（ 保険期間が１
 年を超えるご契約の場合は２年とな
 ります。 ）以前であるときは、 保険金を
 お支払いします。

  病気を補償する加入セットに継続加
入された場合は、 継続加入してきた最
初のご契約の保険期間の開始時をい
います。

  病気を補償する加入
 セットに継続加入され
 た場合は、継続加入
 してきた最初のご契
 約の保険期間の開
 始後とします。

疾病入院保険金日額×疾病入院の日数

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によ
　る病気

１回の手術※について、次の額をお支払いします。
① 入院※中に受けた手術の場合
　 疾病入院保険金日額×１０
② ①以外の手術の場合
　 疾病入院保険金日額×５

 病気を補償する加入
セットに継続加入され
た場合は、継続加入し
てきた最初のご契約
の保険期間の開始後
とします。



１回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。
 疾病入院保険金日額×10

疾病通院保険金日額×疾病通院の日数
（注１）疾病通院の日数には以下の日数を含みません。
　　・疾病入院の終了した日の翌日から起算して支払対象期間※
　　  （１８０日）が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数。
　　  なお、疾病入院保険金の支払対象期間（１８０日）内に
　　  疾病入院が終了していない場合には、疾病入院の終了し
　　  た日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した
　　  日の翌日から起算して１８０日を経過した日のいずれか
　　  早い日が疾病入院の終了した日となります。
　　・１回の疾病入院※について、疾病通院保険金を支払うべ
　　  き日数の合計が支払限度日数※（９０日）に到達した日の
　　  翌日以降の疾病通院の日数
（注２）疾病入院保険金をお支払いする期間中に疾病通院され
　　　た場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。
（注３）疾病通院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病通
　　　院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病
　　　気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてお支
　　　払いしません。
（注４）疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて１８０日
　　　を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気
　　　（これと医学上因果関係がある病気※を含みます。）によ
　　　って再度疾病入院に該当した場合で、前の疾病入院の
　　　終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に疾病
　　　通院されたときは、その日数を疾病通院の日数に含めて
　　　疾病通院保険金をお支払いします。　　　

育英費用保険金額の全額

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為に
　よるケガ

●引受保険会社が保険金を支払うべき
　ケガの治療※以外の外科的手術その他
　の医療処置によるケガ

●入浴中の溺水※（ただし、急激かつ偶然
　な外来の事故によって被ったケガによ
　って発生した場合を除きます。）
●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※
　によって発生した肺炎

　 病気を補償する加入
セットに継続加入された
場合は、継続加入してき
た最初のご契約の保険
期間の開始後とします。

発生する



次のいずれかの事由により、法律上の
損害賠償責任を負われた場合
①保険期間中の次のア．またはイ．の
　偶然な事故により、他人の生命また
　は身体を害したり、他人の物（＊１）を
　壊したりしたこと。
②日本国内において保険期間中の次
　のア．またはイ．の偶然な事故によ
　り、誤って線路へ立入ってしまった
　こと等が原因で電車等（＊２）を運行
　不能（＊３）にさせたこと。
③補償対象受託物（＊４）の損壊、紛失
　または盗難（＊５）（住宅（＊６）内保管
　中または一時的に住宅（＊６）外で
　管理している間に限ります。）
ア．住宅（＊７）の所有、使用または管理
　 に起因する偶然な事故
イ．被保険者の日常生活に起因する
　 偶然な事故
（＊１）情報機器等に記録された情報
　　  を含みます。
（＊２）電車、気動車、モノレール等の
　　  軌道上を走行する陸上の乗用
　　  具をいいます。
（＊３）正常な運行ができなくなること
　　  をいいます。ただし、運行するこ
　　  とにつき、物理的な危険を伴う
　　  ものをいいます。
（＊４）「補償対象受託物」とは、被保険
　　  者が他人（レンタル業者を含み
　　  ます。）から預かった財物をいい
　　  ます。ただし、９ページの「補償
　　  対象外となる主な『受託物』」を
　　  除きます。
（＊５）上記③に掲げる事由に対して
　　  保険金を支払うのは、被保険者
　　  が、補償対象受託物（＊４）につき
　　  正当な権利を有する者に対して
　　  損害賠償責任を負担することに
　　  よって被った損害に限ります。
（＊６）被保険者の居住の用に供され
　　  る住宅をいい、敷地を含みます。
（＊７）本人の居住の用に供される住
　　  宅をいい、敷地内の動産および
　　  不動産を含みます。
（注）被保険者の範囲は、次のとおり
　　です。なお、ア．からオ．までの方
　　が責任無能力者である場合は、
　　親権者・法定監督義務者・監督
　　義務者に代わって責任無能力者
　　を監督する方（責任無能力者の
　　６親等内の血族、配偶者※およ
　　び３親等内の姻族に限ります。）
　　を被保険者とします。
　　ア．本人、イ．親権者およびその
　　他の法定の監督義務者、ウ．配
　　偶者、エ．本人・親権者・配偶者
　　と同居の本人・配偶者の親族
　　（６親等内の血族および３親等
　　内の姻族）、オ．本人・親権者・
　　配偶者と別居の本人・配偶者の
　　未婚の子

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上
の損害賠償責任の額＋判決により支払を命ぜられた訴
訟費用または判決日までの遅延損害金－被保険者が損
害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことに
より代位取得するものがある場合は、その価額－免責
金額※（０円）
（注１）１回の事故につき、賠償責任保険金額が限度と
　　　なります。ただし、情報機器等に記録された情報
　　　のみの事故については、1回の事故につき、記録
　　　情報限度額（５００万円）または賠償責任保険
　　　金額のいずれか低い額が限度となります。
（注２）損害賠償金額等の決定については、あらかじめ
　　　引受保険会社の承認を必要とします。
（注３）上記算式により計算した額とは別に、損害の発生
　　　または拡大を防止するために必要または有益で
　　　あった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払
　　　いします。
（注４）日本国内において発生した左記「保険金をお支
　　　払いする場合」①および②の事故については、
　　　被保険者のお申出により、示談交渉をお引受け
　　　します。ただし、損害賠償請求権者が同意されな
　　　い場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償
　　　責任の額が賠償責任保険金額を明らかに超える
　　　場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ
　　　場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の
　　　裁判所に提起された場合には示談交渉を行うこ
　　　とができませんのでご注意ください。
（注５）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の
　　　特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま
　　　す。）が他にある場合、補償の重複が発生すること
　　　があります。補償内容の差異や保険金額、加入の
　　　要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

＜「保険金をお支払いする場合」①～
③に共通の事由＞
●保険契約者、被保険者またはこれら
　の方の法定代理人の故意による損害
●被保険者の職務遂行（アルバイトお
　よびインターンシップを除きます。）
　に直接起因する損害賠償責任（仕事
　上の損害賠償責任）
●被保険者の使用人（家事使用人を除
　きます。）が業務従事中に被った身体
　の障害に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定に
　よって加重された損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※に対する
　損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図に
　よる暴行、殴打による損害賠償責任
●自動車等※の車両（ゴルフ場敷地内
　におけるゴルフカートを除きます。）、
　船舶、航空機、銃器、職務のために使
　用する動産または不動産の所有、使
　用または管理に起因する損害賠償
　責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による
　損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原
　因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等に
　よる損害賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　  など
＜「保険金をお支払いする場合」①、②
に適用される事由＞
●他人から借りたり預かったりした物
　を壊したことによる損害賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　  など
＜「保険金をお支払いする場合」③に
適用される事由＞
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為
　による補償対象受託物の損害
●自動車等の無資格運転、酒気帯び運
　転※または麻薬等を使用しての運転
　中の事故による補償対象受託物の
　損害
●公権力の行使（差押え・没収・破壊等）
　による補償対象受託物の損害
●補償対象受託物に発生した自然発火
　または自然爆発
●偶然な外来の事故に直接起因しない
　補償対象受託物の電気的事故・機械
　的事故（故障等）による損害
●自然の消耗、劣化、性質による変色・
　さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・
　発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、
　欠陥等による補償対象受託物の損害
●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵（じん）そ
　の他これらに類するものの吹込みや
　漏入による補償対象受託物の損害
●引き渡し後に発見された補償対象受
　託物の損壊による損害賠償責任
●補償対象受託物を使用不能にしたこ
　とによる損害賠償責任（収益減少等）
●通常必要とされる取扱い上の注意に
　著しく反したことまたは本来の用途
　以外に補償対象受託物を使用したこ
　とに起因する損害賠償責任
●９ページの「補償対象外となる主な
　『受託物』」の損害
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被保険者が負担された学資費用※の
実額

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ

●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科
　的手術その他の医療処置によるケガ

●入浴中の溺水※（ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被
　ったケガによって発生した場合を除きます。）
●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって発生した肺炎

被保険者が負担された学資費用※の実額
（注１）学業費用支払対象期間※中に発生
　　　した学資費用に限ります。
（注２）保険金のお支払額は、支払年度※
　　　ごとに、疾病学資費用保険金額が
　　　限度となります。
（注３）補償内容が同様の保険契約（異な
　　　る保険種類の特約や引受保険会
　　　社以外の保険契約を含みます。）
　　　が他にある場合、補償の重複が発
　　　生することがあります。補償内容の
　　　差異や保険金額、加入の要否をご
　　　確認いただいたうえでご加入くだ
　　　さい。

発生する

●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方
　の故意または重大な過失による病気
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気
●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナー等の使用によって発病し
　た病気
●妊娠、出産、早産または流産による病気
●扶養者が「保険金をお支払いする場合」に該当した時に、被保険
　者を扶養されていない場合
●学業費用補償特約で保険金をお支払いすべきケガ※による病気
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

（注）保険期間の開始時（＊１）より前に発病※した病気（＊２）については、
　　保険金をお支払いしません。
　　ただし、この特約をセットした加入セットに継続加入される場
　　合で、病気を発病した時が、その病気により死亡された日から
　　ご加入の継続する期間を遡及して１年（保険期間が１年を超
　　える加入セットの場合は２年となります。）以前であるときは、
　　保険金をお支払いします。
（＊１）この特約をセットした加入セットに継続加入された場合は、
　　  継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいい
　　  ます。
（＊２）その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。

扶養者※が、保険期間の開
始後（＊）に発病※した病気※
のため、保険期間中に死亡
された場合
（＊）  この特約をセットした
　   加入セットに継続加入
　   された場合は、継続加
　   入してきた最初のご契
　   約の保険期間の開始
　   後とします。



●熱中症危険補償特約がセットされているため、日射または熱射による身体の障害の場合も、傷害保険金をお支払いします。

（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミングを含み、登る壁の高さが５ｍ以下である
　　　ボルダリングは含みません。）をいいます。

（＊４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。

（＊２）グライダーおよび飛行船は含みません。
（＊３）職務として操縦する場合は含みません。



●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・
　 耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

（＊１）扶養者※が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。
（＊２）加入者証等記載の学業費用補償特約の支払対象期間終了日をいいます。

（＊１）

（＊）人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。

（＊２）

●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治
　  療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度
　  における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を１回算定された場合は、最初の１回のみ通院したものとみなします。

●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および、戸籍上の性別が同一であるが
　  婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。

（注）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線
　　治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

①
②

●「発病」とは、医師※が診断（＊）した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。



（海外にあるものを含む）

法令等（要配慮個人情報を含む）

（いずれも海外にあるものを含む）

●この保険は学校法人杏林学園が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめの
　うえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が
　支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者
　に返還します。

●お申込人となれる方は杏林大学に在籍する学生の保護者または18才以上の学生ご本人に限ります。

●この制度で被保険者（補償の対象者）となれる方の範囲は、杏林大学に在籍する学生（入学等手続を終えた方を含みます。）です。

●柔道整復師（接骨院、整骨院等）による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、
　お支払いします。また、鍼（はり）・灸（きゅう）・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払
　いの対象となります。

●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
　損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの
　保険金のある保険契約について、一般社団法人  日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。

●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

●賠償責任保険金等においては、補償内容が同様の保険契約（学生・こども総合保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社
　以外の保険契約を含みます。）が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害について
　は、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、
　保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。

ご注意　この保険契約は保険始期が午前０時であるため、同日付で午後４時を保険終期とする他の学生・こども総合保険契約等にご加入され
　　　　ている場合、保険期間が16時間重複します。この16時間内に「保険金をお支払いする場合」に該当する事故等が発生した場合、双方の
　　　　保険契約から保険金が支払われることがありますのでご注意ください。

（注１）傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。
（注２）なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。

●〈税法上の取扱い〉（令和5年8月現在）
　払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について
　最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。

●〈経営破綻した場合等の保険契約者の保護について〉

・ 損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
   この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
   保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。

・ 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金
   等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。



代理店・扱者

代理店・扱者

代理店・扱者

代理店・扱者

「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。

WEB画面に正しくご入力いただきますようお願い申し上げます。

WEB画面への入力漏れ・誤りがないかご確認ください。

入力漏れ・誤りがある場合には、訂正をお願いいたします。

WEB画面の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご入力いただいていますか

WEB画面の「職業・職務」欄（「職種級別」欄を含みます。）は正しくご入力いただいていますか

WEB画面の「他の保険契約等」欄は正しくご入力されていますか

ご入力

WEB画面

ご入力



●申込人と被保険者（補償の対象者）が異なる場合には、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。

●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理
　などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

代理店・扱者

通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項）

保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください。

保険期間の末日において満22才以下の方または学校教育法に定める次の学校の学生・生徒の方（入学等手続を終えた方
を含みます。）に限ります。

ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

（4年）令和6年4月1日から令和10年3月31日まで、（2年）令和6年4月1日から令和8年3月31日までです。

WEB画面

WEB画面

について

ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日
までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込み
がない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「７．解約と解約返れい金」をご参照ください。

WEB画面

WEB画面

①大学  ②大学院  ③短期大学  ④高等学校（中等教育学校の後期課程含む）  ⑤高等専門学校  ⑥特別支援学校
⑦専修学校（専門課程、高等課程、一般課程）  ⑧各種学校  ⑨専門職大学  ⑩専門職短期大学
ただし、⑦、⑧については教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。

等



被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。

●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理
　などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等）

告知義務（ご加入時にお申出いただく事項）

通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項）
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金
　を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡くださ
　い。また、次の①または②に該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
①扶養の有無または扶養者の変更
②学校の種類の変更

■複数のご契約があるお客さまへ
　次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（学生・こども総合保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を
　含みます。）が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からで
　も補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償
　内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
　(注)１契約のみご加入している場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対象外となったとき
　　　等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

上記 のいずれかにおいて、下記の〈ご契約の引受範囲外〉に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。

［告知事項］

［通知事項］

発生 発生

発生

代理店・扱者

補償の重複が発生する他の保険契約の例

WEB画面
入力

■被保険者（補償の対象者）には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に
　知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、WEB画面に記載された内容のうち、「　」印などの印がついている
　項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、
　保険金をお支払いできないことがあります。WEB画面の入力内容を必ずご確認ください。



特定の個人により扶養されなくなった場合

保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

発生

ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。

一般社団法人 日本損害保険協会　そんぽＡＤＲセンター
〔ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）〕０５７０－０２２－８０８

・受付時間[平日　９：１５～１７：００（土日・祝日および年末年始を除きます）]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
  https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

（「学生・こども総合保険」の疾病補償基本特約、疾病による学業費用補償特約）にお申込みされる場合のご注意事項
等

【代理店・扱者】

遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。

事故の連絡は、インターネット事故受付が簡単・便利です。
「インターネット事故受付サービス」は、こちらから



島村 ・ 池谷 ・ 宮下

インターネット
事故受付サービス

181-0013  3-43-23

TEL : 0422-76-7965  FAX : 0422-48-1413

お子さまがアルバイト中にヤケドをし、
３日間通院した。 お子さまが地震によってビルの

割れた窓ガラスにあたり、ケガ
をして８日間入院した。お子さまが部活動中に熱中症にかかり、

５日間入院、退院後３日間通院した。

お子さまが食中毒にかかり、
３日間入院した。

■お問合わせ

WEBにてお手続きいただくこととなりました。
保険料の払込方法は、コンビニ支払いまたはクレジットカードでのお手続きとなります。
詳細はパンフレット P.17～18をご確認ください。

この制度は団体契約のため、  加入者証は最終加入者が確定後、  郵送いたします。
加入者証到着までは、加入申込みの受付完了メールおよびコンビニ支払いの場合は払込票や領収書が、  この制度の
加入の証となりますので、 大切に保管ください。なお、WEB画面の保険マイページからもご加入内容をご確認
いただけます。
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